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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ペットボトル等の水を収容した容器の上端開口部に装着することができる給湯器であっ
て、
　この給湯器の底面部には、前記容器の上端開口部と接続し、この開口部を封止する接続
部を備え、この接続部を介して容器の上端部に装着できる加熱部とを備え、
　この加熱部は、その底面部に前記接続部を有し、接続部の上端面には容器の上端開口部
を封止する封止部を有し、前記加熱部の内部空間を上下に分割する仕切部と、この仕切部
を破断又は開放する押込部材とを有し、
　前記封止部には貫通通路が設けられ、この貫通通路の下端には容器内部の水を吸い上げ
る吸上げチューブが接続し、前記貫通通路の上端には内部を流通する水を加熱するための
加熱管が設けられ、
　この加熱管の出口部は、加熱部の壁面に設けられた温水供給部の流通路に連結され、こ
の温水供給部の流通路の出口部には当該温水を供給し又は供給停止できる開閉コック部が
設けられ、
　更に、加熱部内と容器内部を連通するパイプを前記封止部に貫通させ、
　前記加熱部の仕切部の上方には液状反応助剤を収納し、前記仕切部の下方には発熱剤を
収容し、
　前記加熱部の押込部材を押し込んで仕切部を破断又は開放することにより、前記液状反
応助剤と発熱剤が反応することにより熱が発生し、この熱により、前記加熱管を流通する
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水が加熱され、開閉コック部を開栓することにより温水供給部から温水又は熱水が供給さ
れることを特徴とする簡易給湯器。
【請求項２】
　前記加熱管が螺旋状に巻回された金属管からなることを特徴とする請求項１に記載の簡
易給湯器。
【請求項３】
　前記加熱管が前記液状反応助剤と発熱剤との溶液に漬からないことを特徴とする請求項
１又は２に記載の簡易給湯器。
【請求項４】
　前記温水供給部の流通路内に圧力調整弁を設け、前記加熱管内の圧力が所定圧力以上に
達した際に、その圧力調整弁が開弁するようにしたことを特徴とする請求項１乃至３の何
れか１項に記載の簡易給湯器。
【請求項５】
　前記押込部材が押込軸部とその上端の押圧部とからなり、この押込部材を加熱部の天部
に設け、前記押圧部と加熱部の天部との間にロック部材を介在させ、使用時にこのロック
部材を除去することにより押込部材が下方に押し込まれ、押込軸部の先端が仕切部を破断
又は開放することができることを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の簡易給
湯器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ミネラルウォーター等の飲料水を収容したペットボトル等の容器の開口部（
口部）に装着できる簡易給湯器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のものとしては、下記特許文献に記載のものを挙げることができる。
　この特許文献に記載の加熱容器は、災害時および野外において長期保存が利き、火を使
用せずに、お茶、コーヒー、インスタント食品等を飲食する為のお湯を安全に沸かすこと
を課題とするものである。
【０００３】
　上記課題を解決するために、この発明では、一つの容器内に長期保存可能な飲料水と、
反応を促す水溶液と、生石灰を配置し、前記水溶液容器を移動させることにより薄膜を破
壊し、生石灰と水溶液を混合させることにより反応熱を発生させ、これにより飲料水を沸
騰させるものであり、飲料水が沸騰する状態を蒸気穴により目視できる構成を有するもの
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２３６８９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明においては、上記従来例にあるように、水と生石灰等の混合により反応熱を発生
させる点については共通するものであるが、現在ある飲料水用の各種のペットボトルの口
部に装着でき、災害時や野外活動時に簡単にお湯を沸かすことのできる簡易給湯器を提供
することをその課題としている。
　また、市販のペットボトル等に装着できるようにするための各種手段を講じることもそ
の課題となる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　上記課題を解決するために、本発明の第１のものは、ペットボトル等の水を収容した容
器の上端開口部に装着することができる給湯器であって、この給湯器の底面部には、前記
容器の上端開口部と接続し、この開口部を封止する接続部を備え、この接続部を介して容
器の上端部に装着できる加熱部とを備え、この加熱部は、その底面部に前記接続部を有し
、接続部の上端面には容器の上端開口部を封止する封止部を有し、前記加熱部の内部空間
を上下に分割する仕切部と、この仕切部を破断又は開放する押込部材とを有し、前記封止
部には貫通通路が設けられ、この貫通通路の下端には容器内部の水を吸い上げる吸上げチ
ューブが接続し、前記貫通通路の上端には内部を流通する水を加熱するための加熱管が設
けられ、この加熱管の出口部は、加熱部の壁面に設けられた温水供給部の流通路に連結さ
れ、この温水供給部の流通路の出口部には当該温水を供給し又は供給停止できる開閉コッ
ク部が設けられ、更に、加熱部内と容器内部を連通するパイプを前記封止部に貫通させ、
前記加熱部の仕切部の上方には液状反応助剤を収納し、前記仕切部の下方には発熱剤を収
容し、前記加熱部の押込部材を押し込んで仕切部を破断又は開放することにより、前記液
状反応助剤と発熱剤が反応することにより熱が発生し、この熱により、前記加熱管を流通
する水が加熱され、開閉コック部を開栓することにより温水供給部から温水又は熱水が供
給されることを特徴とする簡易給湯器である。
【０００７】
　本発明の第２のものは、上記第１の発明において、前記加熱管が螺旋状に巻回された金
属管からなることを特徴とする簡易給湯器である。
【０００８】
　本発明の第３のものは、上記第１又は第２の発明において、前記加熱管が前記液状反応
助剤と発熱剤との溶液に漬からないことを特徴とする簡易給湯器である。
【０００９】
　本発明の第４のものは、上記何れかの発明において、前記温水供給部の流通路内に圧力
調整弁を設け、前記加熱管内の圧力が所定圧力以上に達した際に、その圧力調整弁が開弁
するようにしたことを特徴とする簡易給湯器である。
【００１０】
　本発明の第５のものは、上記何れかの発明において、前記押込部材が押込軸部とその上
端の押圧部とからなり、この押込部材を加熱部の天部に設け、前記押圧部と加熱部の天部
との間にロック部材を介在させ、使用時にこのロック部材を除去することにより押込部材
が下方に押し込まれ、押込軸部の先端が仕切部を破断又は開放することができることを特
徴とする簡易給湯器である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の第１のものにおいては、水を収容したペットボトル等の容器の上端開口部に装
着することができ、特別な容器を用意せずとも、市販の容器に簡単に装着することができ
る。
　本発明に係る給湯器をペットボトルの上端開口部に装着し、押込部材を押し込んで仕切
部を破断又は開放すると、仕切部の上部に収容されていた水等の液状反応助剤が下方に流
下し、仕切部の下方に収容されていた生石灰等の発熱剤と化学反応を起こし、熱を発生す
る。
【００１２】
　これにより加熱部内の温度が上昇し、ペットボトル内の水が上方に吸い上げられ、吸上
げチューブ、加熱管を流通して行く間に水が加熱されて温水に変わり、温水供給部に送ら
れるのである。
　加熱部の壁面部に設けた温水供給部に送られた温水又は熱水は、その流通路の出口部の
開閉コック部を開栓することにより温水又は熱水が外部に供給されることとなるのである
。
【００１３】
　尚、加熱部内での加熱反応中に発生する水蒸気や加熱部内の空気は、加熱部内と容器内
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部を連通するパイプを介して容器内に流入することができ、これにより容器内の水が外部
に温水として排出されることによる減圧を補い、容器内の圧力を上昇させることができる
。
　また、加熱反応を起こすための液状反応助剤の代表例としては、水を、発熱剤としては
生石灰（酸化カルシウム）を挙げることができる。
【００１４】
　本発明の第２のものにおいては、上記第１の発明において、加熱管の形態をより限定し
たものであり、即ち、当該加熱管として金属製のものとし、これを螺旋状に巻回して形成
したものである。
　これにより、加熱管をより長い形態のものとし、より長く熱を吸収できる形態として熱
吸収効率を向上させたものとした。
【００１５】
　本発明の第３のものにおいては、前記加熱管が前記液状反応助剤と発熱剤との溶液に漬
からないようにしたものであって、これによりこの発熱反応により生じた化学物質からの
悪影響を加熱管が受けないようにしたものである。
【００１６】
　本発明の第４のものにおいては、温水供給部の流通路内部に圧力調整弁を設け、前記加
熱管内の圧力が所定圧力以上に達した際に、その圧力調整弁が開栓して温水又は熱水を吐
出できるようにしたものであり、これによって加熱管内で加熱された温水がある一定以上
の温度に達したときに温水を吐出できるように構成したものである。
【００１７】
　本発明の第５のものにおいては、押込部材を押込軸部とその上端の押圧部とから形成し
、この押込部材を加熱部の天部に設け、前記押圧部と加熱部の天部との間にロック部材を
介在させ、使用時にこのロック部材を除去することにより押込部材が下方に押し込まれ、
押込軸部の先端が仕切部を破断又は開放することができるようにしたものである。
【００１８】
　これにより、押込部材が誤って下方に押下されることを防止でき、使用開始時にこれを
除去して使用することができることとなる。
　また、このロック部材の存在により、製品の未使用状態をも確認することもでき、バー
ジンシールの役目をも担うものとなるのである。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の簡易給湯器に係る一実施形態を示す一部切欠中央縦断面図である。
【図２】上記実施形態に係る給湯器の一部切欠中央縦断面図であって、押込部材を下方に
押し込み、水と生石灰を反応させている状態を図示し、開閉コック部の吐出口のキャップ
部を取り外した状態を図示したものである。
【図３】図１の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付の図面と共に本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本発明の簡易給湯器に係る一実施形態を示す一部切欠中央縦断面図である。
　本発明に係る簡易給湯器１０は、その全体が筒体形状を有し、その底面部にミネラルウ
ォーター等のペットボトルＢの上端開口部Ｋと接続し、この開口部Ｋを封止する接続部１
１を有し、この接続部１１の上方は閉鎖空間からなる加熱部１５から成る。
【００２１】
　上記接続部１１は、その上端面１２が上記開口部Ｋを封止でき、より詳しくは、接続部
１１の筒状内壁面には雌ネジが形成され、ペットボトルＢの上端開口部Ｋの筒状外周面に
設けられた雄ネジと螺合し、相互に締着できる構成である。
　つまり、この接続部１１は、ペットボトルＢの上端開口部Ｋを封止するキャップの如き
機能を有するものである。
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【００２２】
　この接続部１１の上端面１２の略中央部には、貫通通路が形成され、この貫通通路の下
端に吸上げチューブ１３が接続し、その上方部には加熱管１４が接続する。
　より詳しくは、吸上げチューブ１３の上端部は、上記貫通通路に連結し、その下端部か
らはペットボトルＢ内のミネラルウォーターを吸い上げることができる。
　他方、上記貫通通路の上端部に連結する加熱管１４は、アルミニウム製の螺旋状のパイ
プからなり、その先端部は加熱部１５の筒状壁面部１５ｗに設けられた温水供給部１６へ
と接続する。
【００２３】
　加熱部１５は、上記した通り、筒体形状を有し、その内部に仕切部１７を有している。
　この仕切部１７は、その上方部に精製水１８を収容し、完全に下方空間部と分離された
状態である。
　他方、この仕切部１７の下方空間部の下端部分には、生石灰（酸化カルシウム）１９を
収容しており、その上端面にはナイロンメッシュからなる膜体２０を配設して、下方の生
石灰１９の飛散又は散乱を防止している。
【００２４】
　以上の構成中、加熱管１４は、加熱部１５の下端部分に収容された生石灰１９の部分よ
りも上方位置に配置されている。
　他方、加熱管１４の先端部は、加熱部１５の筒状壁面部１５ｗに設けられた温水供給部
１６の内部流通路に接続される。
　温水供給部１６は、その内部流通路の基端部で、上記加熱管１４の先端部と接続し、そ
の内部流通路内には圧力調整弁２２を内設し、この流通路の先端部には開閉コック部２４
が接続するのである。
【００２５】
　開閉コック部２４は、その筒状本体部２５とその上端部に設けたコック部２６とからな
り、前記筒状本体部２５の内部には流通路が形成され、その先端部が温水の吐出口２５ｔ
を形成し、所定角度コック部２６を回動することにより、本体部２５内部の流通路と温水
供給部１６の内部流通路とが連絡して温水又は熱水が前記吐出口２５ｔより供給されるの
である。
【００２６】
　図中、符号２７は、吐出口２５ｔのキャップ部であり、このキャップ部２７は、柔軟に
変形する腕部２７ｕによって、筒状本体部２５の上方部に接続している。
　従って、温水を吐出させる際には、キャップ部２７を吐出口２５ｔから取り外したまま
としても、キャップ部２７は腕部２７ｕを介して筒状本体部２５に連接されたままに維持
される。
【００２７】
　更に、前記接続部１１の上端面１２には、金属製のパイプ３０が貫通しており、加熱部
１５の内部とペットボトルＢの内部とを連通している。
　このパイプ３０は、後に再度説明するが、ペットボトルＢ内の内圧が減少した際に、加
熱部１５内部から空気や水蒸気を供給できるようにして、ペットボトルＢ内部の圧力上昇
のために設けられたものである。
【００２８】
　また、加熱部１５の上端面２８には、押込部材３２を設けている。
　この押込部材３２は、その上端の押圧部３３と、この押圧部３３の略中央部下面から下
方に延長する棒状の押込部３４とからなり、この押込部３４が加熱部１５の上端面２８の
略中央部を貫通するように形成され、前記押圧部を下方に押圧することにより、その押込
部３４が下方に移動して、その先端部が仕切部１７を押し下げ、この仕切部１７を下方に
移動させる（開放させる）ことにより、この仕切部１７の外周部から精製水１８が下方に
流下する。
【００２９】
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　というのも、この仕切部１７の固定位置の下方の加熱部１５の内径がその上方部分より
も大きく形成されているからである。
　勿論、このような構成を採用せずに、仕切部１７自体に切れ目線、折れ目線等を形成し
、前記押込部３４が仕切部１７を破断できる構成にすることも可能である。
【００３０】
　本実施形態では、更に、この押込部材３２の押圧部３３下面と加熱部１５の上端面２８
との間にロック部材４０を設けている。
　このロック部材４０は、先端の先端筒状部４１と、この先端筒状部から外方に延長する
把持部４２とから成り、前記先端筒状部４１には前記把持部４２の反対側で、その縦方向
に切欠を設けたものから成る。
【００３１】
　つまり、把持部４２を把持して、外方に引っ張ることにより、前記切欠部を介して先端
筒状部４１が押込部材３２の押込部３４から離脱できるように形成している。
　このようにして、把持部４２を手の指により把持して、外方に引き抜くことにより、押
込部材３２のロックが解除され、押込み可能状態となるのである。
【００３２】
　以下、本発明に係る簡易給湯器の使用手順について説明する。
　まず、市販のミネラルウォーター入りペットボトルＢを入手する。
　このペットボトルＢのキャップを開栓して、キャップを取り除く。
【００３３】
　ペットボトルＢの上端開口部Ｋに、本発明に係る簡易給湯器１０の底面部に設けられた
接続部１１を接続する。つまり、接続部１１の内壁面に設けた雌ネジを上端開口部Ｋの外
周面に設けられている雄ネジに螺合させ、本発明に係る簡易給湯器１０をペットボトルＢ
の上端開口部に装着するのである。
【００３４】
　この時点で温水供給部１６の開閉コック部２４は閉鎖位置に位置され、勿論、キャップ
部２７も吐出口２５ｔを閉鎖している状態である。
　次に、ロック部材４０を押込部材３２の押込部３４から引き抜く。
　そして、押込部材３２の押圧部３３を下方に押圧するのである。
【００３５】
　押圧部３３が下方に押し込まれると、押込部３４が下方に移行し、その先端部が仕切部
１７を下方に移動させ、仕切部の上部に収容されていた精製水１８は、仕切部１７の周囲
から下方に流下する。
　下方に流下した精製水１８は、加熱部１５の下方部分に収容されている生石灰１９と化
学反応を起こし、熱を発生させるのである。
【００３６】
　これにより、加熱部１５内部の温度が急上昇し、加熱部１５内部の内圧が急上昇し、ペ
ットボトルＢ内のミネラルウォーターが吸上げチューブ１３から加熱管１４へと流入する
のである。
　加熱管１４内に流入したミネラルウォーター１８は、この螺旋状に長く形成された加熱
管１４内部で加熱されることとなるのである。
【００３７】
　最後に温水供給部１６に達した温水又は熱水は、開閉コック部２４のコック部２６を回
動させて、その吐出口２５ｔから温水又は熱水を吐出させることができる。
　この際、事前にキャップ部２７を開放しておくのである。
　後に説明するが、このコック部２６は、その回動角度により吐出させる水の温度を変更
させて流出させることができるものである。
【００３８】
　図２は、上記実施形態に係る給湯器の一部切欠中央縦断面図であって、押込部材を下方
に押し込み、水と生石灰を反応させている状態を図示し、開閉コック部の吐出口のキャッ
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プ部を取り外した状態を図示したものである。この図２は、図１よりも多少大きく図示し
ている。
【００３９】
　この図から良く解る通り、図示していないロック部材を取り外し、押込部材３２を下方
に押し込むことにより、押込部３４の先端部が仕切部１７を下方に移行させ、仕切部１７
は、加熱部１５の内径の大きい部位に移行することにより、内部に収容された精製水１８
は、仕切部１７の外周から下方に流下し、加熱部１５の下方部分に収容されている生石灰
１９と化学反応を生じさせて熱を発生させることができる。
【００４０】
　加熱部１５内部の温度が上昇すると、内部圧力が上昇し、加熱部１５内の空気及び水蒸
気がパイプ３０を通過してペットボトルＢ内に流れ込み、ボトル内の圧力が上昇して、内
部のミネラルウォーターが加熱管１４の内部に流入する。
　そして、この螺旋状に巻回された長い加熱管１４を流通する間にミネラルウォーターが
加熱され、熱せられるのである。
【００４１】
　ここで、仕切部１７と加熱部１５との関係を再度詳説すると、図１の状態で、仕切部１
７は、加熱部１７の内壁面に密着固定されており、その上部に収容された精製水１８は下
方に流下しない構造である。
【００４２】
　そして、仕切部１７が図２の状態に下方に押下されると、加熱部１５の内壁面の内径は
その上部の内径よりも大きく形成されており、そのため仕切部１７が下方に移行すること
により、仕切部１７の外周と加熱部１５の内壁面との間に隙間が生じ、その上部に収容さ
れた精製水１８が流下できるのである。
【００４３】
　尚、この加熱部１５の内径の大きい部分（大径部分）の内壁面の縦方向に突条部を複数
平行に設けておくこともできる。
　これにより、上部に収容された精製水１８の流下を徐々に行わせることができる。　
【００４４】
　またここで、圧力調整弁２２について説明する。
　この圧力調整弁２２は、温水供給部１６の内部流通路の途中に設けられており、加熱管
１４の内部圧力が所定圧力、この実施形態では３気圧に達した時点で、この圧力調整弁２
２が右方に移動して、加熱管１４及び温水供給部１６の加熱管側の内部流通路が開通する
ように構成している。
【００４５】
　即ち、この圧力調整弁２２は、温水供給部１６の内部流通路において、コイルスプリン
グにより図中左方向に常に付勢され、前記内部流通路を封止する構造を採用しており、こ
の圧力調整弁２２に所定圧以上の圧力が負荷されたときに、図中右方向に移行して、内部
流通路が開通するように構成しているものである。
　このように構成することにより、加熱管１４からの温水の供給を一時的に停止して、所
定圧力以上となることにより圧力調整弁２２を開栓して、所定温度以上の温水を排出する
ことができるようにしているのである。
【００４６】
　また、本実施形態においては、本発明に係る簡易給湯器１０の加熱部１５の筒状壁面部
１５ｗの下端部を更に下方に延長した下方延長部２９を設けており、この下方延長部２９
がペットボトルＢの上方肩部Ｓに当接するように形成しており、これにより、本発明に係
る簡易給湯器１０の外観をよりスマートなものとし、この下方延長部２９の存在により、
この簡易給湯器１０がより安定的に、より堅固にペットボトルＢに装着されることとなる
のである。
【００４７】
　図３は、図１の平面図である。
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　この図からよく解る通り、押込部材３２の押圧部３３は平面視略円形形状を有し、同様
に加熱部１５も平面視略円形形状を有している。
　また、温水供給部１６に設けられている開閉コック部２４の平面形状もよく見て取るこ
とができ、この開閉コック部２４の筒状本体部２５の上端面には、温度表示が設けられ、
コック部２６を大きく回動することにより吐出される温水の温度は、低くなるものである
。
【００４８】
　つまり、流量を大きくすることにより温水の吐出温度が低くなるように構成しているの
である。
　尚、使用に先だって、ロック部材４０の把持部４２を半径方向外側に引き抜くことによ
り、ロック部材４０が離脱する構造については既に説明した。
【００４９】
　以上、実施形態について説明したが、本発明においては以下の通り種々設計変更が可能
である。
　加熱部は、上記実施形態ではその外形形状が円筒形状であるが、当該外形形状は自由に
設計変更することができる。
　要するに、内部に仕切部を有する閉鎖空間が設けられ、その底面部にペットボトル等の
容器の上端開口部と接続できる接続部を有していれば、その外形形状は自由に設計変更す
ることができるからである。
【００５０】
　材質も各種合成樹脂製のものを利用でき、自由に選択することができる。
　また、加熱部の筒状壁面部の下端延長部もこれを設けずに実施することも出来る。
　本発明においては、上記実施形態において、市販のペットボトルに装着できるものとし
ての形態について説明したが、その他各種形態の容器の上端開口部に適合するように加熱
部の接続部を適宜設計変更することが可能である。
【００５１】
　上記実施形態では、接続部の上端面に貫通通路を設けているが、この貫通通路は、単な
る貫通穴であってもよく、この貫通穴を介して、吸上げチューブと加熱管が連結する構造
であればよい。
　吸上げチューブの材質も自由であり、ポリプロピレン等の耐熱性合成樹脂製であっても
よいし、金属製であってもよい。
【００５２】
　同様に加熱管もアルミニウム管以外の材質のものを利用することができる。
　加熱部内と容器内とを連結するパイプの材質も自由に選択することができる。
　押込部材の形状等も自由であり、上端の押圧部の平面視形状も円形以外の形状とするこ
とができるし、押込部の先端部形状を先細に尖らせることも自由である。
【００５３】
　加熱部の仕切部上方に収容する精製水等の液状反応助剤の分量、仕切部の下方部に収容
する発熱剤等の生石灰の分量も適宜必要に応じて設定することができる。
　加熱管の巻回数及び長さも適宜自由に設計変更することができる。
　仕切部と加熱部の内壁面との関係も自由に設計変更することができ、この仕切部に切れ
目線や折れ目線を設けて、押込部材の押込部の押し込み動作により仕切部が破断する構造
とすることも容易に可能である。
【００５４】
　以上、本発明は、各種容器の上端開口部に簡易に装着することができ、押込部材を下方
に押し込むことにより、加熱部内部の仕切部を開放し又は破断して、液状反応助剤と発熱
剤とを反応させて熱を発生させ、容器内部の水を簡単にお湯とすることができる簡易給湯
器を提供することができたものである。
【符号の説明】
【００５５】
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　１０　簡易給湯器
　１１　接続部
　１２　上端面
　１３　吸上げチューブ
　１４　加熱管
　１５　加熱部
　１５ｗ　筒状壁面部
　１６　温水供給部
　１７　仕切部
　１８　水
　１９　生石灰
　２０　ナイロンメッシュ
　２２　圧力調整弁
　２４　開閉コック部
　２５　筒状本体部
　２６　コック部
　２７　キャップ
　２８　上端面（加熱部の）
　２９　下端延長部
　３０　パイプ
　３２　押込部材
　３３　押圧部
　３４　押込部
　４０　ロック部材
　４１　先端筒状部
　４２　把持部
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